
写真２. くん蒸処理の様子

写真１. ナラ枯れ被害対策検討会

◆
は
じ
め
に

　
青
森
県
に
お
け
る
カ
シ
ノ
ナ
ガ
キ
ク
イ
ム

シ
（
以
下
、「
カ
シ
ナ
ガ
」
と
い
う
。）に
よ

る
ナ
ラ
枯
れ
被
害
は
、
平
成
22
年
に
初
確
認

後
、
一
旦
終
息
し
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
28

年
か
ら
再
発
生
し
、
そ
の
後
拡
大
傾
向
に
あ

り
ま
す
。
被
害
は
主
に
県
の
西
海
岸
に
位
置

す
る
深
浦
町
で
発
生
し
て
お
り
、
令
和
２
年

か
ら
近
隣
の
市
町
村
に
も
被
害
が
拡
大
し
て

い
ま
す
。
津
軽
森
林
管
理
署
で
は
青
森
県
と

協
力
し
て
ナ
ラ
枯
れ
被
害
の
監
視
、
駆
除
等

の
対
策
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
今
回
は
民
国

連
携
に
よ
り
行
っ
て
い
る
当
署
の
こ
れ
ら
の

ナ
ラ
枯
れ
被
害
対
策
の
取
組
を
紹
介
し
ま
す
。

◆
監
視
対
策

　
青
森
県
か
ら
軽
飛
行
機
で
撮
影
し
た
デ
ジ

タ
ル
オ
ル
ソ
画
像
の
提
供
を
受
け
、
G
I
S

ソ
フ
ト
に
取
り
込
む
こ
と
に
よ
り
、
色
に
よ

る
自
動
検
出
か
ら
ナ
ラ
枯
れ
被
害
量
の
推
定

を
行
い
ま
し
た
。
加
え
て
、
現
場
職
員
に
よ

る
毎
木
調
査
及
び
無
人
航
空
機
を
含
め
た
目

視
調
査
を
行
い
、
青
森
県
ナ
ラ
枯
れ
被
害
対

策
検
討
会
等
に
お
い
て
各
関
係
団
体
と
被
害

状
況
を
共
有
し
て
い
ま
す
。（
写
真
1
）

◆
駆
除
対
策

　
青
森
県
で
は
「
青
森
県
ナ
ラ
枯
れ
被
害
対

策
基
本
方
針
」
を
定
め
て
い
ま
す
。
こ
の
基

本
方
針
で
は
、

（
ア
）
被
害
発
生
初
期
地
域
（
被
害
木
本
数

10
本
／
ha
程
度
未
満
）
で
は
、
被
害

木
は
、
伐
倒
く
ん
蒸
処
理
を
基
本
と

し
て
全
量
駆
除
す
る
。
（
写
真
2
）

（
イ
）
被
害
発
生
中
期
以
降
地
域（
被
害
木
本

数
10
本
／
ha
程
度
以
上
）で
は
、（
ア
）

と
同
様
に
、被
害
木
の
全
量
駆
除
を
基
本

と
す
る
が
、全
量
駆
除
が
困
難
に
な
る
お

そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、検
討
会
で
の
結
果

を
基
に
現
場
状
況
に
応
じ
た
駆
除
や
カ
シ

ナ
ガ
の
誘
引
捕
殺
等
の
対
策
を
講
じ
る
。

　
こ
の
基
本
方
針
に
従
い
、
被
害
状
況
に
応

じ
て
被
害
地
を
2
つ
の
地
域
に
分
類
し
、
そ

の
地
域
に
応
じ
た
対
策
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
現
在
、
深
浦
町
驫
木
以
南
の
日
本
海
側
が

（
イ
）
の
被
害
発
生
中
期
以
降
地
域
と
な
っ

て
い
ま
す
。（
図
）

　
こ
の
地
域
で
は
面
的
に
被
害
が
拡
大
し
て

い
る
の
で
、
拡
大
を
防
ぐ
た
め
に
お
と
り
丸

太
設
置
に
よ
る
誘
引
捕
殺
（
以
下
、「
お
と
り

丸
太
法
」
と
い
う
）
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

◆
お
と
り
丸
太
法

　
お
と
り
丸
太
法
と
は
健
全
木
の
丸
太
を
集

積
し
て
、
合
成
フ
ェ
ロ
モ
ン
剤
を
仕
掛
け
、

カ
シ
ナ
ガ
を
誘
引
し
た
後
、
破
砕
・
焼
却
に

よ
り
殺
虫
す
る
手
法
で
す
。

　
令
和
元
年
度
の
急
速
な
ナ
ラ

枯
れ
被
害
拡
大
を
受
け
、
令
和

2
年
度
に
青
森
県
が
試
行
的
に

3
カ
所
で
実
施
し
ま
し
た
。
そ

の
後
、
令
和
3
年
度
か
ら
は
国

有
林
で
12
カ
所
、
民
有
林
で
10

カ
所
、
合
計
22
カ
所
で
誘
引
捕

殺
を
行
い
ま
し
た
。

　
お
と
り
丸
太
法
に
よ
る
効
果

を
調
べ
る
た
め
に
山
形
大
学
齊

藤
正
一
客
員
教
授
の
指
導
の
下
、

枯
損
防
止
推
定
本
数
を
計
測
し
た
と
こ
ろ
、

令
和
3
年
度
は
、
民
有
林
・
国
有
林
合
わ
せ
て

約
5
0
0
0
〜
9
0
0
0
本
の
枯
損
防
止
効

果
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
ま
し
た
。（
写
真
3
）

　
今
後
も
青
森
県
と
連
携
し
効
果
的
な
設
置

箇
所
を
選
定
し
、
被
害
の
抑
制
に
努
め
て
い

き
ま
す
。

◆
被
害
木
の
有
効
活
用

　
前
述
の
伐
倒
く
ん
蒸
し
た
処
理
木
と
お
と

り
丸
太
法
で
使
用
し
た
材
は
、
地
域
外
へ
の

移
動
が
制
限
さ
れ
ま
す
が
、
自
治
体
側
か
ら

有
効
活
用
し
た
い
と
の
要
望
を
受
け
、
令
和

2
年
度
か
ら
こ
れ
ま
で
放
置
し
て
い
た
伐
倒

く
ん
蒸
後
の
処
理
木
を
地
元
住
民
に
薪
炭
材

と
し
て
販
売
す
る
取
組
を
始
め
て
お
り
、
ご

好
評
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。（
写
真
4
）

　
ま
た
、
お
と
り
丸
太
法
に
よ
る
使
用
後
の

材
に
つ
い
て
は
管
内
の
発
電
所
に
木
質
バ
イ

オ
マ
ス
燃
料
と
し
て
も
販
売
し
て
い
ま
す
。

今
後
も
被
害
木
等
の
有
効
活
用
の
取
組
を
継

続
し
て
ま
い
り
ま
す
。

所 在 地 青森県弘前市大字豊田２丁目２－４
関係市町村 弘前市、平川市、黒石市、大鰐町、鰺ヶ沢町、

深浦町、西目屋村

おお わに あじ  が  さわ

にし   め    や

　当署は、青森県の西部に位置しており、弘前市をはじめとする
７市町村にまたがる国有林野を管理しています。
　流域内総面積は約23万haにわたり、森林面積は約17万ha
そのうち国有林は約13万haと総面積の約5割を占め、国有林
比率が高い地域です。
　管内の国有林には、日本百名山で県内最高峰の岩木山や、
平成5年に世界自然遺産登録された白神山地があり、世界最大級
の広さで原生的なブナ林が分布するなど、貴重な自然環境を
有しています。
　また、日本美しの森 お薦め国有林の一つである白神山地暗門
の滝自然観察教育林をはじめ、津軽十二湖自然休養林、くろくま
の滝風景林などのレクリエーションの森が設定されています。
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図. 被害発生区域図面

写真３. おとり丸太への誘引虫数推定作業

写真４. 処理木の地元住民への販売
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